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(57)【要約】
【課題】　腫瘍穿刺術中等において、過去に取得された
所望の画像をライブ像と共に適宜比較観察することがで
きる超音波診断装置等を提供すること。
【解決手段】　画像取得モードにおいて所望する過去画
像を画像テーブルに登録する。当該テーブルに登録され
た過去画像の中から選択された過去画像を、参照画像と
してライブ像と共に所定の形態にて表示する。また、任
意のタイミングで画像テーブルに登録された他の画像を
選択することで、参照画像を他の過去画像に切り替えて
表示する。
【選択図】　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断装置内の画像保管管理部、および装置に接続された画像記録媒体、ネットワ
ークを介して接続された画像保存管理システムより、過去に取得された少なくとも一枚の
過去画像を選択できる選択手段と、
　選択された画像を画像の保存場所に関する情報とともに画像参照用の画像リストに登録
できる参照画像登録手段と、
画像リストに登録された画像を前記保存場所に関する情報に基づいて、超音波診断装置内
の画像保管管理部に取得・保存する手段と、
　取得された前記参照リスト内の過去画像を任意に繰り返し参照画像として表示する表示
手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記参照画像は、超音波のライブ像あるいはフリーズ像とともに表示する表示手段を具
備することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記参照画像は、超音波診断装置、Ｘ線コンピュータ断層装置、磁気共鳴イメージング
装置、Ｘ線診断装置、核医学診断装置のいずれかで取得された画像であることを特徴とす
る請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記参照画像は、二次元静止画像、二次元動画像、三次元静止画像、三次元動画像、ワ
ークステーション等で加工され保存された画像のいずれかであることを特徴とする請求項
１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記登録される過去画像毎の属性を入力するための入力手段をさらに具備し、
　前記登録手段は、入力された前記属性毎に分類して、前記画像リストに前記過去画像を
登録することを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記登録手段は、操作者のマニュアル操作に応答して、前記画像リストを任意のタイミ
ングで編集又はリセットすることを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項７】
　前記登録手段は、検査毎に前記画像リストを編集又はリセットすることを特徴とする請
求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記取得手段は、前記保存場所に関する情報に基づいて、ネットワークに接続された画
像サーバ、他の超音波診断装置、Ｘ線コンピュータ断層装置、磁気共鳴イメージング装置
、Ｘ線診断装置、核医学診断装置の少なくともいずれかから前記選択された過去画像を取
得することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記取得された過去画像に付された患者情報に基づいて、当該取得された過去画像が当
該患者のものであるか否かを判定する判定手段をさらに具備し、
　前記表示手段は、前記判定手段による判定結果を表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至８にうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記表示手段は、前記取得された過去画像に付された患者情報を表示することを特徴と
する請求項１乃至９にうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記表示手段は、前記取得された過去画像に対して所定の画像処理を施すことで前記参
照画像を生成し表示することを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の超音
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波診断装置。
【請求項１２】
　前記表示手段は、前記参照画像とライブ像との間の観察角度、倍率、位置関係の少なく
とも一つを対応させる画像処理を実行することを特徴とする請求項１１記載の超音波診断
装置。
【請求項１３】
　前記表示手段は、時間情報又は空間情報が対応するように同期させて前記参照画像と前
記ライブ像とを表示することを特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか一項記載の超
音波診断装置。
【請求項１４】
　前記表示手段は、前記選択手段による選択において、前記画像テーブルに登録された過
去画像のサムネイル画像、前記画像テーブルに登録された過去画像の前記保存場所に関す
る情報、前記画像テーブルに登録された過去画像の属性を示す情報の少なくともいずれか
を表示することを特徴とする請求項１乃至１３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置
。
【請求項１５】
　前記取得手段は、前記選択手段により、登録された前記過去画像の中から任意のタイミ
ングで他の過去画像が選択された場合には、前記保存場所に関する情報に基づいて、当該
選択された他の過去画像をその保存場所より取得し、
　前記表示手段は、取得された前記他の過去画像を、前記参照画像として表示することと
を特徴とする請求項１乃至１４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　過去に取得された少なくとも一枚の過去画像を画像テーブルに登録すると共に、登録さ
れた前記過去画像の保存場所に関する情報を記憶する登録機能と、
　登録された前記過去画像の中から、所望する過去画像を選択する選択機能と、
　前記保存場所に関する情報に基づいて、前記選択された過去画像をその保存場所より取
得する取得機能と、
　取得された前記過去画像を、参照画像としてライブ像と共に表示する表示機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波画像表示プログラム。
【請求項１７】
　前記過去画像は、超音波診断装置、Ｘ線コンピュータ断層装置、磁気共鳴イメージング
装置、Ｘ線診断装置、核医学診断装置のいずれかで取得された画像であることを特徴とす
る請求項１６記載の超音波画像表示プログラム。
【請求項１８】
　前記過去画像は、二次元静止画像、二次元動画像、三次元静止画像、三次元動画像のい
ずれかであることを特徴とする請求項１６又は１７記載の超音波画像表示プログラム。
【請求項１９】
　コンピュータに、
　前記登録される過去画像毎の属性を入力するための入力機能をさらに実現させ、
　前記登録機能は、入力された前記属性毎に分類して、前記画像テーブルに前記過去画像
を登録すること、
　を特徴とする請求項１６乃至１８のうちいずれか一項記載の超音波画像表示プログラム
。
【請求項２０】
　前記登録機能は、操作者のマニュアル操作に応答して、前記画像テーブルを任意のタイ
ミングで編集又はリセットすることを特徴とする請求項１６乃至１９のうちいずれか一項
記載の超音波画像表示プログラム。
【請求項２１】
　前記登録機能は、検査毎に前記画像テーブルを編集又はリセットすることを特徴とする
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請求項１６乃至１９のうちいずれか一項記載の超音波画像表示プログラム。
【請求項２２】
　前記取得機能は、前記保存場所に関する情報に基づいて、ネットワークに接続された画
像サーバ、他の超音波診断装置、Ｘ線コンピュータ断層装置、磁気共鳴イメージング装置
、Ｘ線診断装置、核医学診断装置の少なくともいずれかから前記選択された過去画像を取
得することを特徴とする請求項１６乃至２１のうちいずれか一項記載の超音波画像表示プ
ログラム。
【請求項２３】
　コンピュータに、
　前記取得された過去画像に付された患者情報に基づいて、当該取得された過去画像が当
該患者のものであるか否かを判定する判定機能をさらに実現させ、
　前記表示機能は、前記判定機能による判定結果を表示すること、
　を特徴とする請求項１６乃至２２にうちいずれか一項記載の超音波画像表示プログラム
。
【請求項２４】
　前記表示機能は、前記取得された過去画像に付された患者情報を表示することを特徴と
する請求項１６乃至２２にうちいずれか一項記載の超音波画像表示プログラム。
【請求項２５】
　前記表示機能は、前記取得された過去画像に対して所定の画像処理を施すことで前記参
照画像を生成し表示することを特徴とする請求項１６乃至２４のうちいずれか一項記載の
超音波画像表示プログラム。
【請求項２６】
　前記表示機能は、前記参照画像とライブ像との間の観察角度、倍率、位置関係の少なく
とも一つを対応させる画像処理を実行することを特徴とする請求項２５記載の超音波画像
表示プログラム。
【請求項２７】
　前記表示機能は、時間情報又は空間情報が対応するように同期させて前記参照画像と前
記ライブ像とを表示することを特徴とする請求項１６乃至２６のうちいずれか一項記載の
超音波画像表示プログラム。
【請求項２８】
　前記表示機能は、前記選択機能による選択において、前記画像テーブルに登録された過
去画像のサムネイル画像、前記画像テーブルに登録された過去画像の前記保存場所に関す
る情報、前記画像テーブルに登録された過去画像の属性を示す情報の少なくともいずれか
を表示することを特徴とする請求項１６乃至２７のうちいずれか一項記載の超音波画像表
示プログラム。
【請求項２９】
　前記取得機能は、前記選択手段により、登録された前記過去画像の中から任意のタイミ
ングで他の過去画像が選択された場合には、前記保存場所に関する情報に基づいて、当該
選択された他の過去画像をその保存場所より取得し、
　前記表示機能は、取得された前記他の過去画像を、前記参照画像として表示することと
、
　を特徴とする請求項１６乃至２８のうちいずれか一項記載の超音波画像表示プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断時、超音波画像ガイド下での治療時等において、超音波画像
或いは他モダリティ画像（CT像、MR像など）等に代表される過去に取得又は生成された任
意の画像（過去画像）を、簡単且つ簡便に参照可能な超音波診断装置及び超音波画像表示
プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は超音波パルス反射法により、体表から生体内の軟組織の断層像を無侵
襲に得る医療用画像機器である。この超音波診断装置は、他の医療用画像機器に比べ、小
型で安価、Ｘ線などの被爆がなく安全性が高い、血流イメージングが可能等の特長を有し
、心臓、腹部、泌尿器、および産婦人科などで広く利用されている。
【０００３】
　この超音波診断装置の画像表示機能として、フリーズ像とライブ像とを同時に表示する
Dual表示機能がある。このDual表示機能により、例えば穿刺直前に造影検査を行う場合に
おいて、片側画面に表示された対象腫瘍の染影像と、他方画面に表示されたライブ像とを
見ながら腫瘍に穿刺を行うことができる。また、例えば焼灼前の腫瘍像（過去画像）を片
側画面に表示しながら治療を行い、他方画面に表示されたライブ像と比較しながら治療効
果を判定することができる。
【０００４】
　また、超音波診断装置における他の画像表示機能として、所定の患者に関する情報（画
像情報を含む）を閲覧するためのPatient Browser機能がある。このPatient Browser機能
を用いることで、例えば肝癌の腫瘍を穿刺する場合において、所望する過去のBモード像
や造影像にアクセスし確認することができる。
【０００５】
　なお、本願に関連する公知文献としては、例えば次のようなものがある。
【特許文献１】特開２００３－３８４４７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、実際の臨床現場では、Bモード像や造影像、あるいはシャーカステンのCT像
等に代表される任意の過去画像とライブ像とを適宜比較しながら、腫瘍の穿刺や治療後の
効果判定を行いたい、又は複数の検査で取得された過去画像を、簡便に表示を切り替えな
がら利用したい等の要請がある。しかしながら、従来の超音波診断装置の画像表示におい
ては、Dual表示機能やPatient Browser機能を備えるのみであり、上記要請を実現するこ
とはできない。
【０００７】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、腫瘍穿刺術中等において、過去に取得さ
れた所望の画像をライブ像又は収集後の保存画像と共に適宜比較観察することができる超
音波診断装置及び超音波画像表示プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【０００９】
　本発明の第１の視点は、超音波診断装置内の画像保管管理部、および装置に接続された
画像記録媒体、ネットワークを介して接続された画像保存管理システムより、過去に取得
された少なくとも一枚の過去画像を選択できる選択手段と、選択された画像を画像の保存
場所に関する情報とともに画像参照用の画像リストに登録できる参照画像登録手段と、画
像リストに登録された画像を前記保存場所に関する情報に基づいて、超音波診断装置内の
画像保管管理部に取得・保存する手段と、取得された前記参照リスト内の過去画像を任意
に繰り返し参照画像として表示する表示手段と、を具備することを特徴とする超音波診断
装置である。
【００１０】
　本発明の第２の視点は、コンピュータに、過去に取得された少なくとも一枚の過去画像
を画像テーブルに登録すると共に、登録された前記過去画像の保存場所に関する情報を記
憶する登録機能と、登録された前記過去画像の中から、所望する過去画像を選択する選択
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機能と、前記保存場所に関する情報に基づいて、前記選択された過去画像をその保存場所
より取得する取得機能と、取得された前記過去画像を、参照画像としてライブ像と共に表
示する表示機能と、を実現させることを特徴とする超音波画像表示プログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　以上本発明によれば、腫瘍穿刺術中等において、過去に取得された所望の画像をライブ
像又は収集後の保存画像と共に適宜比較観察することができる超音波診断装置及び超音波
画像表示プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一
の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合に
のみ行う。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。同図に示
すように、本超音波診断装置１は、超音波プローブ１１、超音波送信部１２、超音波受信
部１３、Ｂモード処理部１４、カラーモード処理部１５、シネメモリ１６、制御部（ＣＰ
Ｕ）１７、表示制御部１８、参照画像テーブル管理部１９、画像記録装置２０、操作部２
２、モニター２３を具備している。
【００１４】
　超音波プローブ１１は、送信部１２からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被検体か
らの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる整合層
、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有している。当
該超音波プローブ１１から被検体に超音波が送信されると、生体組織の非線形性により、
超音波の伝播に伴って種々のハーモニック成分が発生する。送信超音波を構成する基本波
とハーモニック成分は、体内組織の音響インピーダンスの境界、微小散乱等により後方散
乱され、反射波（エコー）として超音波プローブ１１に受信される。
【００１５】
　超音波送信部１２は、図示しない遅延回路およびパルサ回路等を有している。パルサ回
路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成する
ためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チャンネル毎に超音波
をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が、各レートパルスに
与えられる。送信部１２は、このレートパルスに基づくタイミングで、所定のスキャンラ
インに向けて超音波ビームが形成されるように振動子毎に駆動パルスを印加する。
【００１６】
　超音波受信部１３は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有してい
る。アンプ回路では、プローブ１１を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増
幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要
な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、所定のスキ
ャンラインに対応した超音波エコー信号を生成する。
【００１７】
　なお、超音波プローブ１１と送信部１２及び受信部１３との間の接続は、送信時と受信
時において、図示していないＴ／Ｒスイッチによって切り替えられる。
【００１８】
　Ｂモード処理部１４は、受信部１２２から受け取った超音波エコー信号に対して包絡線
検波処理を施すことにより、超音波エコーの振幅強度に対応したＢモード信号等を生成す
る。
【００１９】
　カラーモード処理部１５は、受信部１２２から受け取ったエコー信号に対して直交検波
処理、自己相関処理等を行い、遅延加算処理された超音波エコー信号のドプラ偏移成分に
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基づいて、被検体内で移動している組織の速度、分散、パワーに対応した組織ドプラ信号
を求める。
【００２０】
　シネメモリ１６は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する超音波画像を保
存するメモリである。このシネメモリ１６に記憶されている画像を連続表示（シネ表示）
することで、超音波動画像を表示することも可能である。
【００２１】
　制御部１７は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装置本体の
動作を静的又は動的に制御する。
【００２２】
　表示制御部１８は、Ｂモード信号の所定断層に係る次元分布を表したＢモード超音波像
、ドプラ像等を生成する。また、表示制御部１８は、制御部１７の制御のもと、後述する
画像比較モードにおいて、ライブ像と観察角度、倍率、位置関係等を対応させるための画
像処理を参照画像に施す。
【００２３】
　参照画像テーブル管理部１９は、制御部１７の制御のもと、所定のプログラムをメモリ
上に展開することで、後述する画像取得モード及び画像参照モードに関する処理を実行す
る。
【００２４】
　画像記憶部２０は、当該超音波診断装置において取得された超音波画像、後述する画像
取得モードにおいて生成される画像テーブル、当該画像テーブルに登録される過去画像の
保存場所に関する情報（保存場所情報）等を記憶する。なお、記憶部２２が記憶する超音
波画像データは、スキャンコンバート前の所謂Raw画像データであってもよい。
【００２５】
　操作部２２は、装置本体に接続され、オペレータからの各種指示、関心領域（ＲＯＩ）
の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体にとりこむためのマウスやトラックボ
ール、モード切替スイッチ、キーボード等を有している。
【００２６】
　モニター２３は、表示制御部１８からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情報
や、血流情報を画像として表示する。また、モニター２３は、制御部１７の制御のもと、
後述する画像取得モード、画像比較モードにおいて、画像テーブル、当該画像テーブルに
登録された過去画像及び当該過去画像に関する情報、参照画像、ライブ像等を所定の形態
にて表示する。
【００２７】
　（画像取得モード及び画像参照モード）
　次に、本超音波診断装置１が有する、画像取得モード及び画像比較モードにおける動作
について説明する。ここで、画像取得モード（Acquisition Mode）とは、穿刺術や治療効
果判定において参考とするために、撮影中においてライブ像と共に表示される所望の過去
画像を画像テーブルに登録する動作様式である。また、画像比較モード（Comparison Mod
e）とは、画像テーブルに登録された過去画像の中から選択された画像（参照画像）をラ
イブ像と共に所定の形態にて表示する動作様式である。各モードについて、穿刺術におい
て利用する場合を例に、以下詳しく説明する。
【００２８】
　（画像取得モード）
　図２は、画像取得モードにおいて実行される処理の流れの一例を示したフローチャート
である。同図に示すように、まず、ネットワーク上の画像サーバ、他のモダリティの画像
記憶装置、当該超音波診断装置１が有する画像記憶装置２０等に格納されている過去画像
のうち、これから行う穿刺術において参考となりそうな過去画像を選択する（ステップＳ
１）。
【００２９】
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　なお、この過去画像の選択においては、ＤＩＣＯＭのヘッダ情報等を利用して同一患者
に関する過去画像の他、同じくＤＩＣＯＭのヘッダ情報等を利用して、同一部位の同一疾
患について実行された他人の過去画像も選択の対象とすることができる。従って、例えば
、図３、図４に示すように、所定の患部に関して穿刺治療の前後に関する他人の過去画像
を選択することも可能である。
【００３０】
　また、選択可能な過去画像は、超音波画像に拘泥されない。従って、他のモダリティに
よって取得された過去画像（例えば、ＣＴ画像、ＭＲ画像等）も選択することができる。
また、標本画像、アニメーション画像等も採用することができる。さらに、二次元画像、
二次元動画像、三次元画像、三次元動画像のいずれであってもよい。
【００３１】
　次に、選択された過去画像に関する属性が入力され（ステップＳ２）、選択された過去
画像が画像テーブルに当該属性別に分類され登録されると共に、当該過去画像の保存場所
情報が記憶される（ステップＳ３）。ここで、属性とは、画像テーブル上で登録された過
去画像を分類し管理するために、操作者が任意に入力可能なラベルである。なお、属性の
入力は必須ではなく、分類の必要がない場合には省略してもよい。
【００３２】
　次に、画像テーブルに他の過去画像を追加して登録する場合には、ステップＳ１～ステ
ップＳ３の処理が繰り返し実行される。一方、他の過去画像の追加がない場合には、画像
取得モードが終了する（ステップＳ４）。
【００３３】
　なお、画像テーブルは、所定の操作により任意のタイミングでクリアすることができる
。また、新たな検査（治療）に移行する場合には、自動的にリセットされる。その後、リ
セット又はクリアされた画像テーブルに新たに過去画像を登録する場合には、ステップＳ
１～ステップＳ４の処理が繰り返し実行される。
【００３４】
　（画像比較モード）
　図５Ａは、画像比較モードにおいて実行される処理の流れの一例を示したフローチャー
トである。同図に示すように、まず、画像取得モードにおいて生成された画像テーブルを
読み出し、登録された過去画像を表示する（ステップＳ１１）。登録された過去画像の表
示は、操作者がその内容を把握できればどのような形態であってもよい。典型的な例とし
ては、サムネイル表示（図５Ｂ参照）、マニュアル操作により又は自動的に一枚ずつ画像
が切り替えられる個別表示（図５Ｃ参照）、各画像の保存場所情報や各画像の属性（例え
ば、患者情報、検査名、検査部位、撮影モダリティ、検査日時、検査者等）を示すテキス
ト情報による一覧表示等が挙げられる。
【００３５】
　次に、操作部２２を介して所望する過去画像の選択を受けると（ステップＳ１２）、制
御部１７は、選択された過去画像の保存場所情報に基づいて所定の場所から当該画像を取
得する。
【００３６】
　次に、所定の画像処理が施された参照画像が、ライブ像と共にモニター２３に表示され
る（ステップＳ１３）。図６は参照画像が過去の超音波画像である場合、図７Ａは参照画
像が過去のCT画像である場合の画像比較モードにおける表示例を示した図である。医師は
、各図の様に表示された参照画像及びライブ像を観察しながら、穿刺術を行うことができ
る。また、図７Ｂには、同様の手順で生成した第２の過去画像を並べて表示した例が示さ
れている。第２の過去画像は、例えば第１の過去画像とは独立に参照画像が登録されてい
る。図７Ｂの例では、治療前の造影エコーでの染影像が第１の過去画像として表示され、
治療後の造影エコーでの染影像が第２の過去画像として表示され、比較されている。
【００３７】
　次に、表示制御部１８は、取得された過去画像に対し所定の画像処理を施す（ステップ
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Ｓ１３）。ここで、所定の画像処理とは、参照画像とライブ像との観察角度、倍率、位置
関係、時間情報等を対応させる処理、輝度、ダイナミックレンジ、画像フィルターを対応
させる処理である。例えば、位置関係の対応付けは、予め指定される複数の特徴的な部位
を基準として実行される。また、参照画像が動画像である場合には、例えば操作者が主観
的に相当画面と判断した画像を基準として実行する。さらに、例えば治療対象が心臓であ
り、参照画像が心時相に関する情報と対応付けられている場合には、参照画像とライブ像
又は第２の参照画像との心時相が対応するように時間情報の対応付けが実行される。
【００３８】
　なお、制御部１７は、参照画像とライブ像との間で患者の同一性が要求される場合には
、ステップＳ１３の前段において、参照画像のヘッダ情報として付加されている患者ＩＤ
と現在診断中の患者ＩＤとを比較することでその確認を行う。また、必要に応じて、参照
画像に付加されている患者ＩＤ（又は患者を特定するための情報）を当該参照画像と共に
表示するようにしてもよい。
【００３９】
　次に、表示された参照画像を変更する場合には、ステップＳ１１～ステップＳ１４まで
の処理が繰り返し実行される（ステップＳ１５）。一方、表示された参照画像を利用した
治療が完了し終了が指示された場合には、当該画像比較モードが終了する（ステップＳ１
６）。
【００４０】
　（アプリケーション）
　次に、本超音波診断装置１の画像取得モード及び画像比較モードに関するアプリケーシ
ョンについて説明する。
【００４１】
　図８は、画像取得モード及び画像比較モードに関するアプリケーションの一例を説明す
るための図である。同図に示すように、過去画像とライブ画像が表示される画像比較モー
ドが起動される。図６に示した様に、Comp1 Mode中に画像取得ボタンを押すことにより、
画像取得モードに遷移する。図２に示したステップＳ１～Ｓ４までの処理が実行される。
image１及びimage２が登録された画像テーブルが生成される。Comp1 Mode中に、左画面に
過去画像としてimage１又はimage２が選択表示され、右画面にはライブ像が表示される。
図５Ａのステップにより、上記表示が実行され、画像サイズや位置も調整される。
【００４２】
　次に、治療終了後に第１及び第２の過去画像が並列表示された画像比較モード（Comp2 
Mode）が起動され、第１及び第２の過去画像にステップＳ１１～ステップＳ１６の処理が
実行され、穿刺術の治療効果を判定するための第２の過去画像と共に第１の参照画像が所
定の形態にて表示される。
【００４３】
　次に、画像比較モード（Comp1 Mode）において画像テーブルに登録された過去画像が全
てクリア（All Clear）され、画像取得モードにおいて、image６及びimage７を同じ属性
として分類する画像テーブルが再度作成される。検査（治療）が再開されると、穿刺術を
モニタリングするためのライブ像と共に参照画像が所定の形態にて表示される。さらに、
当該画像比較モードにおいては、穿刺中に画像取得モードを起動させ、穿刺の状況を示す
のに必要な画像（image８～image１０）を新たに画像テーブルに登録した例を示した。上
記例では、全てクリア（All Clear）であったが、不必要な画像を一部削除する場合もあ
る（編集）。
【００４４】
　次に、新たな患者に関する検査（治療）を行う場合には、画像テーブルが自動的にリセ
ットされ、同様の処理が繰り返し実行される。
【００４５】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００４６】
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　本超音波診断装置によれば、画像取得モードにおいて所望する過去画像を画像テーブル
に登録する。また、当該テーブルに登録された過去画像の中から選択された過去画像を、
参照画像としてライブ像と共に所定の形態にて表示する。また、任意のタイミングで画像
テーブルに登録された他の画像を選択することで、参照画像を他の過去画像に切り替えて
表示することができる。従って、医師等の操作者は、腫瘍を穿刺する場合治療後の効果判
定をする場合等において、ライブ像と所望の過去画像とを適宜比較観察することができる
。その結果、有効な医療情報を好適な形態で提供することができ、安全な穿刺術及び信頼
できる治療効果判定等に寄与することができる。
【００４７】
　また、本超音波診断装置によれば、画像取得モードにおいて所望する画像のみを画像テ
ーブルに登録することができため、時間的に余裕のない画像診断作業中において必要のな
い画像を見なくて済む。従って、医師等の操作者の画像診断作業中における作業負担を軽
減することができる。
【００４８】
　また、本超音波診断装置の画像取得モード及び画像比較モードは、任意のタイミングで
実行することができる。従って、画像診断中に突然必要が生じた場合等であっても対応可
能であり、迅速且つ簡単に過去画像とライブ像とを、比較可能な形態にて表示することが
できる。加えて、本超音波診断装置においては、任意のタイミングで画像テーブルをリセ
ットすることができる。従って、一端登録した参照画像がライブ像との比較において好適
でない場合であっても、画像テーブルをリセット又はクリアした後画像取得モードを立ち
上げ、新たな画像テーブルを迅速に作成することで、好適な画像診断を実行することがで
きる。
【００４９】
　また、本超音波診断装置によれば、参照画像とライブ像との間の位置関係、観察角度、
時間情報、倍率等を対応させた形態にて表示する。従って、倍率や観察角度、取得された
モダリティ等がライブ像と参照画像との間で異なる場合であっても、好適な形態にて両者
を比較観察することができ、有効な医療情報を提供することができる。
【００５０】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００５１】
　（１）本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【００５２】
　（２）上記実施形態においては、画像テーブルと共に各画像の保存場所を示すリンク情
報を記憶する構成とした。しかしながら、これに拘泥されず、画像データそのものが添付
されたものとして画像テーブルを作成、管理するようにしてもよい。
【００５３】
　（３）上記実施形態において説明した各機能は、既存の超音波診断装置が有する機能と
組み合わせて使用することも可能である。例えば、画像テーブルに登録された過去画像が
他のモダリティにて取得されたものである場合、各過去画像に付されたＤＩＣＯＭヘッダ
情報に基づいて所定の変換処理を行った後画像記憶装置２０に保存し、Patient Browser
機能により閲覧することも可能である。
【００５４】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
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除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　以上本発明によれば、腫瘍穿刺術中等において、過去に取得された所望の画像をライブ
像又は収集後の保存画像と共に適宜比較観察することができる超音波診断装置及び超音波
画像表示プログラムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、画像取得モードにおいて実行される処理の流れの一例を示したフローチ
ャートである。
【図３】図３は、画像テーブルに登録される過去画像の一例を示した図である。
【図４】図４は、画像テーブルに登録される過去画像の他の例を示した図である。
【図５Ａ】図５Ａは、画像比較モードにおいて実行される処理の流れの一例を示したフロ
ーチャートである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、画像比較モードにおける表示形態の一例を示した図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、画像比較モードにおける表示形態の他の例を示した図である。
【図６】図６は、参照画像が過去の超音波画像である場合の画像比較モードにおける表示
例を示した図である。
【図７Ａ】図７Ａは、参照画像が過去のCT画像である場合の画像比較モードにおける表示
例を示した図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、同様の手順で生成した第２の過去画像を並べて表示した例を示した
図である。
【図８】図８は、画像取得モード及び画像比較モードに関するアプリケーションの一例を
説明するための図である。
【符号の説明】
【００５７】
１１…超音波プローブ、１２…超音波送信部、１３…超音波受信部、１４…Ｂモード処理
部、１５…カラーモード処理部、１６…シネメモリ、１７…制御部（ＣＰＵ）、１８…表
示部、１９…参照画像リスト管理部、２０…画像記録装置、２２…操作部、２３…モニタ
ー
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】
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